
  

 

 
平成２３年１１月２５日 

日本原子力発電株式会社 

 

東海第二発電所 原子炉圧力容器下部制御棒駆動機構フランジ 

からの漏水について（原因・対策） 
 

１．経 緯 

     １０月２６日１０時２０分頃、原子炉圧力容器下部制御棒駆動機構（以下「ＣＲ

Ｄ」という。）フランジからの漏水が発生しましたが、同日１２時５５分、当該箇

所に制御棒を着座させ、漏えいした閉止板の再取り付けを行い、１４時１４分に漏

えいが止まったことを確認しました。なお、漏えい量は約２２.４ｍ３、放射能量は

８８０万ベクレルでした。漏れた冷却水は液体廃棄物処理系等に回収、処理してお

り、環境への影響はありません。   

その後調査した結果、ＣＲＤフランジからの漏水に至った経緯としては、作業員

が閉止板の取外し対象位置を誤認し、ボルトを緩めたことによるものと判明しまし

た。 

（１０月２６日、１１月１１日お知らせ済み） 

 

 上記事象について詳細に原因を調査した結果、下記の通り原因究明を行うととも

に、その対策を立案し、本日、関係自治体へ報告しました。 

 

２．調査結果 

   当該事象発生当日の作業員の動きおよび漏水に至った経緯について、当該作業の

計画、体制、手順および教育の面から詳細な調査を行いました。 

 （１）作業計画 

     第２５回定期検査で炉内構造物予防保全工事を実施するため、干渉物（制御

棒等）の取外しが必要であったことから、ＣＲＤの取外し・取付け工事を計画

していました。 

 （２）作業体制 

     当該工事の作業体制は工事要領書により定められており、指導員、監督、班

長および作業員２名の計５名であたることとしていました。 

 （３）手順書（工事要領書）等 

     当該工事に関する手順書（工事要領書）は受注者（元請）が作成し、当社が

記載内容等についての確認を行っておりました。 

   ① 工事要領書の記載内容  

     当日の作業は手順の通り行われておりましたが、取外し対象位置（座標）の

確認方法、作業中断後の再確認、フランジボルトを緩める前の排水確認といっ

た対象位置を間違えないようにするための行為について記載されていません

でした。 

   ② 作業に関する立会 

     指導員等は、要領書に記載された対象位置の確認までは実施していましたが、

閉止板のボルトを緩める作業には立会っていませんでした。 

 

 



  

 （４）教育受講 

     当該作業員（ボルトを緩めた作業員）に対して、工事に必要な教育（派遣前

教育、入所時教育、事前検討会等）は実施していましたが、この教育内容には、

取外し対象箇所を間違えると炉水が漏えいすることの重大性についての内容

は含まれていませんでした。 

     ただし、受注者（元請）の３名（指導員、班長および作業員）および協力会

社（下請）の監督については、設備を熟知していることから、取外し対象位置

を間違えると炉水が漏えいすることの重大性については理解していました。 

      

３．推定原因 

（１）原子炉水の漏水防止対策の不足 

    ヒューマンエラーが発生した場合に、炉水の漏えいを生じないようにすること

への配慮が不足していました。 

（２）作業体制の不備 

    閉止板の取外しが、当該作業の経験に乏しい作業員１名で、他の作業関係者の

立会いがない状態で行なわれていました。 

（３）ヒューマンエラー防止に配慮した工事要領書への記載不足 

    取り外し対象位置を分かり易く識別すること、必ず２名で確認するといった対

象位置確認時の体制・方法および作業中断後の対象位置の再確認について、工事

要領書への記載が不足していました。 

（４）教育の不足 

    ＣＲＤ取外し・取付け作業関係者には、当該工事の手順のみの教育であり、作

業員の一部は、取外し位置の対象を間違えると、炉水が漏えいすることの重大性

を理解しておらず、対象位置の再確認を行うことの慎重さが欠けていました。 

     

４.対 策 

（１）原子炉水の漏水防止 

  ①原子炉圧力容器下部内位置を間違えても炉水が漏えいすることが無いように、制

御棒を取外す箇所には今回新たに作成したＣＲＤハウジングキャップを取付け

ます。 

②当該関連作業の中で、制御棒の取外し・取付け作業と、原子炉圧力容器下部内で

のＣＲＤ取外し・取付け作業を同時期に実施しないよう計画します。 

③制御棒等のない対象位置にはＣＲＤハウジングキャップが取付けられているこ

とを、ＣＲＤ取外し作業前に当社の工事監理員が確認した上で、作業開始を受注

者へ許可します。 

（２）作業体制の見直し 

①原子炉圧力容器下部内作業は、当該ＣＲＤ取外し・取付け作業の経験を有する者

を含む２名で行ないます。また、原子炉圧力容器下部内作業には、受注者（元請）

の指導員クラスの者が立会います。作業中断後の再開においても同様とします。 

②当社の工事監理員は、上記の体制見直しについて、工事要領書に記載しているこ

とを確認するとともに、現場での実施状況を日々のコミュニケーションや現場監

理の中で確認していきます。 

（３）工事要領書への反映 

  ①閉止板取外し対象位置には、予め識別しやすい作業対象許可札を取付けます。 

   （原子炉圧力容器下部内で受注者（元請）の指導員クラスの者を含めた２名で取

付けおよびダブルチェックを行ないます。） 

 



  

  ②排水状況を確認した上で閉止板の取外し作業に着手します。作業中断後の再開に

おいても同様とします。 

  ③当社の工事監理員は、上記内容が工事要領書に記載されていることを確認します。 

（４）教育の実施 

    当該作業に従事する者全てに対して、事前検討会等により、今回の事象（概要、

原因、対策）について教育を受けさせ、当社の工事監理員は、当該作業に従事す

る全ての者が、今回の事象について教育を受けていることを立会または記録によ

り確認します。 

     

これらを計画段階から確実に行うため、社内規程を見直します。 

 

 

添付資料：東海第二発電所 制御棒駆動機構フランジからの原因と対策 
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添付資料 
東海第二発電所 制御棒駆動機構フランジからの原因と対策  【系統概略図】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 〈拡大図〉

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

今回の状態 

（本来対象である閉止板に気付か

ず、手前の閉止板を取外し対象

と誤認し、ボルトを緩め漏水）

漏水を止めるため 

制御棒装着 

今回作業時の状態

 

キャップ取付 （対策後） キャップ（取付後）

運転中状態 

 

キャップ（取付前） 【CRD ハウジングキャップの取付イメージ】

 

赤線部で 
シール 

制御棒下部

閉止板 

制御棒駆動機構ハウジング 

原子炉圧力容器底部

ゴムパッキン 

○ 制御棒を取外しておく箇所には、今回新たに作成し

たＣＲＤハウジングキャップを取付ける。 

○ 制御棒の取外し・取付け作業と、原子炉圧力容器下

部内のＣＲＤ取外し・取付け作業を同時期に実施しな

いよう計画する。 

○ 制御棒等のない位置にはＣＲＤハウジングキャップが

取付けられ CRD ハウジング上部に開口箇所がない

ことを、作業開始前に当社の工事監理員が確認した

上で、受注者へ作業を許可する。 
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